
令和３年３月30日　火曜日           

令
和
三
年
三
月
三
十
日

第
百
八
十
七
号

増

刊

③

第 187 号1 増刊③
　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
四
百
二
十
二
号

－

第
四
百
二
十
七
号
）

○
福
岡
県
資
料
室
利
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　

　
（
調
査
統
計
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
農
林
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
林
水
産
政
策
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
団
体
指
導
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
林
業
振
興
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁
業
管
理
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
団
体
指
導
課
）
…
…
…
…
…
六

　
　
　
　

訓
　
　
　
令
（
第
二
号

－

第
六
号
）

○
福
岡
県
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

　

る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

　

令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
七

○
福
岡
県
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
七

○
福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
八

　
福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

　

福
岡
県
資
料
室
利
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
資
料
室
利
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
資
料
室
利
用
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
十
月
福
岡
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
中
「
及
び
押
印
」
を
「
又
は
記
名
押
印
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

　

福
岡
県
農
林
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
農
林
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
林
業
総
合
試
験
場
種
苗
等
配
布
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
二
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
種
苗
」
を
「
種
畜
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
そ
の
一
及
び
様
式
第
三
号
そ
の
二
中
「氏　

名

　
　
　
　
　
　
　

㊞

」

　

「氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　

 
（記

名
押
印
又
は
署
名

）
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

目

次
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福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

　

福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
（
平
成
十
五
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
五
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
明
記
し
、
各
人
の
確
認
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
明
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「氏　

名　
　
　
　
印

」
を
「氏　

名

　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
裏
面
中
「明

記
し、
各
人
の
確
認
印
を
押
印
す
る
こ
と

」
を
「明
記
す
る
こ
と

」
に
改

め
る
。

　

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「代
表
者

　

様
式
第
六
号
中
「代

表
者　
　
　
　
印

」
を　
　
　

 

（記
名
押
印
又
は
署
名

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「印

」
を
削
り
、
「確

認
し
た
機
関
名

（責
任
者

）

　
　
　
　
　
㊞　

」
を

「確
認
し
た
機
関
名

（責
任
者

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（記
名
押
印
又
は
署
名

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
二
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式

第
1
2
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

林林
業業

・・
木木

材材
産産

業業
改改

善善
資資

金金
償償

還還
方方

法法
変変

更更
申申

請請
書書

 

  
貸

付
決

定
機

関
の

代
表

者
 

殿
 

債
務

者
 

 
 

 
住

所
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
連

帯
債

務
者

 
 

住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
連

帯
保

証
人

）
 

住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
記

名
押

印
又

は
署

名
）

 

 

 
 

 
年

 
月

 
日

付
け

で
貸

付
決

定
を

受
け

た
下

記
の

林
業

・
木

材
産

業
改

善
資

金
に

つ
い

て
償

還
方

法

の
変

更
を

し
た

い
の

で
申

請
し

ま
す

。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記

 
１

 
借

り
受

け
て

い
る

資
金

 

貸
付

決
定

日
 

貸
付

決
定

番
号

 
借

受
金

額
 

既
償

還
額

 
借

受
残

高
 

備
考

 
  

年
 

月
 

日
 

  
円

 
 

円
 

 
円

 
 

 
 

 ２
 

変
更

内
容

 

（
変

更
前

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

変
更

後
）

 

償
還

期
間

 
据

置
期

間
 

償
還

方
法

 
  
 

 
 
 

         

償
還

期
間

 
 
据

置
期

間
 

 
償

還
方

法
 

 
 

 
年

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 回
 

 

償
還

期
日

 

 

償
還

金
額

 

 

残
高

 

 回
 

 

償
還

期
日

 

 

償
還

金
額

 

 

残
高

 
 １

 

 

年
 

月
 

日
  

円
 

  
 
 
 
 
 
円

 

 １
 

 

年
 

月
 

日
 

 

円
 

  
 
 
 
 
 
円

 
 ２

 

  

  

  

 ２
 

  

  

  
 ３

 

  

  

  

 ３
 

  

  

  
 ４

 

  

  

  

 ４
 

  

  

  
 ５

 
 

   

   

   

 ５
 

 

   

   

   

 ３
 

変
更

理
由
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様

式
第

1
4
号

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

林林
業業

・・
木木

材材
産産

業業
改改

善善
資資

金金
繰繰

上上
償償

還還
申申

請請
書書

 
  

貸
付

決
定

機
関

の
代

表
者

 
 

殿
 

債
務

者
 

 
 

 
住

所
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
連

帯
債

務
者

 
 

住
所

 
氏

名
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

（
連

帯
保

証
人

）
 

住
所

 
氏

名
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

（
記
名
押
印
又
は
署
名
）

 
 

 
 

年
 

月
 

日
付

け
で

借
用

し
た

林
業
・
木

材
産

業
改

善
資

金
に

つ
い

て
、
下

記
の

と
お

り
繰

上
償

還
し

ま
す

の
で

、
福

岡
県

林
業

・
木

材
産

業
改

善
資

金
貸

付
規

程
第

1
6
条

の
規

定
に

よ
り

申
請

し
ま

す
。

 
記

 
１

 
繰

上
償

還
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 （

借
り

受
け

て
い

る
資

金
）

 
 

 
貸

付
決

定
日

 
 
貸

付
決

定
番

号
 

 
借

受
金

額
 

 
既

償
還

額
 

 
繰

上
償

還
額

 
 
借

受
残

高
 

 
 

年
 

月
 

日
  

 
円

 
 
円

 
 
円

 
 
円

 
  ２

 
繰

上
償

還
方

法
 

（
１

）
借

受
残

額
一

括
償

還
 

 （
２

）
借

受
残

額
一

部
繰

上
償

還
 

（
内

訳
）

 
 ３

 
繰

上
償

還
理

由
 

   ４
 

償
還

計
画

 
 （

変
更

前
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変

更
後

）
 

 
 
償

還
期

間
 

 
据

置
期

間
 

 
償

還
方

法
 

 
 
償

還
期

間
 

 
 
据

置
期

間
 

 
 
償

還
方

法
 

 
 

 
 

年
  

 
 

 
年

 
 

 
 

 
 

年
  

 
 

 
年

 
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
円

 
 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
 
円

 
 
２

  
 

 
 
２

  
 

 
 
３

  
 

 
 
３

  
 

 
 
４

  
 

 
 
４

  
 

 
 
５

  
 

 
 
５

  
 

 
  

様
式

第
1
3
号

 
 

林林
業業

・・
木木

材材
産産

業業
改改

善善
資資

金金
県県

貸貸
付付

金金
償償

還還
方方

法法
変変

更更
申申

請請
書書

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
福

 
岡

 
県

 
知

 
事

 
 

殿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住

 
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
名

 
称

 
 

融
資

機
関

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

表
者

 

 
 
（

記
名

押
印

又
は

署
名

）
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

年
 

月
 

日
付

け
で

借
用

し
た

林
業

・
木

材
産

業
改

善
資

金
県

貸
付

金
に

つ
い

て
、

下
記

の
と

 
お

り
償

還
方

法
の

変
更

を
し

た
い

の
で

申
請

し
ま

す
。

 
 

記
 

１
 

借
り

受
け

て
い

る
資

金
 

 
 
貸

付
決

定
日

 
 
貸

付
決

定
番

号
 

 
借

受
金

額
 

 
既

償
還

額
 

 
借

受
残

高
 

 
備

考
 

 
 

年
 

月
 

日
  

 
円

 
 
円

 
 
円

 
 

  ２
 

変
更

内
容

 
 （

変
更

前
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変

更
後

）
 

 
  

 
 
償

還
期

間
 

 
据

置
期

間
 

 
償

還
方

法
 

 
 
償

還
期

間
 

 
 
据

置
期

間
 

 
 
償

還
方

法
 

 
 

 
 

年
  

 
 

 
年

 
 

 
 

 
 

年
  

 
 

 
年

 
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
円

 
 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
 
円

 
 
２

  
 

 
 
２

  
 

 
 
３

  
 

 
 
３

  
 

 
 
４

  
 

 
 
４

  
 

 
 
５

  
 

 
 
５

  
 

 
  変

更
理

由
 

     
 
（

別
添

）
 

 
各

林
業

従
事

者
等

か
ら

提
出

の
あ

っ
た

林
業

・
木

材
産

業
改

善
資

金
償

還
方

法
変

更
申

請
書

の
写

し
を

添
付

 



令和３年３月30日　火曜日 4第 187 号 増刊③
　

様
式
第
十
五
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式

第
1
6
号

 
 

 
年

 
月

 
日

 
 

林林
業業

・・
木木

材材
産産

業業
改改

善善
資資

金金
支支

払払
猶猶

予予
申申

請請
書書

 
  

 
貸

付
決

定
機

関
の

代
表

者
 

殿
 

 
債

務
者

 
 

 
 

住
所

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
（

連
帯

債
務

者
）

 
住

所
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
連

帯
保

証
人

）
 

住
所

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
記
名
押
印
又
は
署
名
）

 
 

 
 

年
 

月
 

日
付

け
で

借
用

し
た

林
業
・
木

材
産

業
改

善
資

金
に

つ
い

て
、
下

記
の

と
お

り
支

払
猶

予
を

申
請

し
ま

す
。

 
 

記
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
年

 
月

 
日

償
還

予
定

の
償

還
金

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１
 

借
り

受
け

て
い

る
資

金
 

 
 
貸

付
決

定
日

 
 
貸

付
決

定
番

号
 

 
借

受
金

額
 

 
既

償
還

額
 

 
借

受
残

高
 

 
備

考
 

 
 

年
 

月
 

日
  

 
円

 
 
円

 
 
円

 
 

  
（

変
更

理
由

）
 

   （
添

付
書

類
）

被
災

等
を

証
明

す
る

書
類

 
 ２

 
償

還
計

画
 

 （
変

更
前

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

変
更

後
）

 
 

 
償

還
内

容
 

 
 
償

還
内

容
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
円

 
 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
 
円

 
 
２

  
 

 
 
２

  
 

 
 
３

  
 

 
 
３

  
 

 
 
４

  
 

 
 
４

  
 

 
 
５

  
 

 
 
５

  
 

 
 （

支
払

猶
予

後
の

借
受

残
高

の
償

還
方

法
）
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附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号

　

福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中

「申
請
者

（団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
名

）　
　

印

　

（フ
リ
ガ
ナ

）

　

代
表
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

（代
表
者
生
年
月
日　
　
年　
　
月　
　
日

）　
　
　
　
　

」

「申
請
者

（団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
名

）　
　

　

（フ
リ
ガ
ナ

）

　

代
表
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　

（記
名
押
印
又
は
署
名

）

　

（代
表
者
生
年
月
日　
　
年　
　
月　
　
日

）　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
三
号
中

様
式

第
1
7
号

 
 

林林
業業

・・
木木

材材
産産

業業
改改

善善
資資

金金
県県

貸貸
付付

金金
支支

払払
猶猶

予予
申申

請請
書書

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
福

 
岡

 
県

 
知

 
事

 
 

殿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
住

 
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
 

称
 

 
 
 

融
資

機
関

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
記

名
押

印
又

は
署

名
）

 
 

 
年

 
月

 
日

付
け

で
借

用
し

た
林

業
・
木

材
産

業
改

善
資

金
県

貸
付

金
に

つ
い

て
、
下

記
の

と
お

り
支

払

猶
予

を
申

請
し

ま
す

。
 

 
記

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
月

 
日

償
還

予
定

の
償

還
額

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 
 １

 
借

り
受

け
て

い
る

資
金

 
 

 
貸

付
決

定
日

 
 
貸

付
決

定
番

号
 

 
借

受
金

額
 

 
既

償
還

額
 

 
借

受
残

高
 

 
備

考
 

 
 

年
 

月
 

日
  

 
円

 
 
円

 
 
円

 
 

 ２
 

償
還

計
画

 
 （

変
更

前
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

変
更

後
）

 
 

 
償

還
内

容
 

 
 
償

還
内

容
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
回

 
 
償

還
期

日
 

 
償

還
金

額
 

 
残

高
 

 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
円

 
 
１

 
 
年

 
月

 
日

 
 
円

  
 
 
 
 
 
 
円

 
 
２

  
 

 
 
２

  
 

 
 
３

  
 

 
 
３

  
 

 
 
４

  
 

 
 
４

  
 

 
 
５

  
 

 
 
５

  
 

 
 （

支
払

猶
予

後
の

借
受

残
高

の
償

還
方

法
）

 
  （
別

添
）

 
 

各
林

業
従

事
者

等
か

ら
提

出
の

あ
っ

た
林

業
・

木
材

産
業

改
善

資
金

支
払

猶
予

申
請

書
の

写
し

を
添

付
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「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
四
号
中

「事
業
主
体　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を

「事
業
主
体　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付

規
程
は
、
令
和
三
年
度
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

　

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
百
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
中
「
福
岡
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
九
州
信
用

漁
業
協
同
組
合
連
合
会
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「平

成

」
を
削
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「氏

名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
名　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

」
を

「氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
名　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

　

福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
程
（
平
成
七
年
九
月
福
岡
県
告
示
第

千
六
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
六
号
中

「

　
代
表
者
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
印　
性
別

（男
・
女

）

　

（代
表
者
生
年
月
日　
　
　
年　
　
月　
　
日

）　
　
　

 

」
を

「

　
代
表
者
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
別

（男
・
女

）

　
　
　
　
　
　

 

（記
名
押
印
又
は
署
名

）　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

（代
表
者
生
年
月
日　
　
　
年　
　
月　
　
日

）　
　
　

 

」

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

印
氏

　
　

　
　

　
 名

氏
　

　
　

　
　

　
 名

（
記

名
押

印
又

は
署

名
）
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福
岡
県
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
そ
の
確
認
印
」
を
「
確
認
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
五
月
福
岡
県
訓
令
第
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

を
除
く
。
）
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
の
職
員
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中

「
所
属
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

職　

氏　
　
　
　
　
　
　
　

名　

㊞
」
を

「
所
属
名　

　

職
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「
職　

氏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

㊞
」
を

「
職
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「
職　

氏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

㊞
」
を

「
職
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「
男　

女
」
を
削
り
、
「
主
治
医　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞　

」
を

「
主
治
医　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

（
署
名
又
は
記
名
押
印
）
」
に
、
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
文
書
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「印
　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
号
そ
の
二
ま
で
の
様
式
中　
　

」
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
そ
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
四
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

　

」
を　
　

検
査
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に

改
め
る
。
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様
式
第
六
号
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
九
条
中
「
終
了
し
た
と
き
は
」
の
下
に
「
、
電
子
起
案
に
あ
っ
て
は
」
を
加
え
、
「
登
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
を
「
登
録
し
」
に
改
め
、
「
、
あ
わ
せ
て
」
を
削
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
押
印
し
」
を
「
押
印
し
、
若
し
く
は
署
名
し
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
権
利
の
得
喪
又
は
変
更
に
係
る
も
の
そ
の
他
重
要
な
も
の
を
除
き
、
公
印

管
守
者
又
は
公
印
管
守
補
助
者
の
確
認
を
受
け
て
公
印
」
を
「
権
利
の
得
喪
又
は
変
更
に
係
ら
な
い
も

の
そ
の
他
軽
易
な
も
の
及
び
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
印
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
発

信
者
名
が
所
属
長
で
あ
る
文
書
を
公
印
の
押
印
を
省
略
し
て
施
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
」
を
「
公
印

の
押
印
を
省
略
し
た
文
書
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
福
岡
県
行
政
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
電
子
メ
ー
ル
」
を

削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
印
の
押
印
を
省
略
し
た
文
書
は
、
福
岡
県
行
政
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
公
印
管
守
者
又
は
公
印
管
守
補
助
者
は
第
一
項
の
照
合
を
行
っ
た
後
」
を

「
事
務
担
当
者
は
、
第
一
項
の
照
合
を
受
け
た
後
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
完
結
完
結
文
書
」
を
「
完
結
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
完
結
文
書
保
存

箱
」
を
「
文
書
保
存
箱
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
完
結
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
「
文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
庁
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
保
存
文
書
利
用
証
（

様
式
第
十
号
）
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を

「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「起

案
者

　
　
　

印

（　

）
」
を
「起

案
者

　
　
　　

（　

）
」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
を
削
り
、
様
式
第
十
一
号
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

大　

曲　

昭　

恵　
　

　
　
　

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
十
七
の
二
の
項
中
「
建
ぺ
い
率
の
特
例
に
係
る
認
定
通
知
書
」
の
下
に
「
、
同
法
第

八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
通
知
書
」
を
、
「
全
体
計
画
変
更
に
係
る
認
定
通
知
書
」
の
下

に
「
（
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
措
置
命
令
書

」
の
下
に
「
（
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
取
消

通
知
書
」
の
下
に
「
（
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法

第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
通
知
書
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
の
十
七
の
二
の
二
の
項
中
「
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
同
法
第
八
十
五
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条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
通
知
書
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
通
知
書

」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
の
二
十
五
の
項
中
「
空
港
対
策
局
空
港
整
備
課
長
」
を
「
空
港
対
策
局
空
港
政
策
課
長
」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
三
十
五
の
二
の
項
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　

「

　

別
表
第
二
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
1
号
(
第
4
条
関

係
)
 

公
印
省
略
 

第
 
 

 
 

 
号

 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
総
務
部
長
 
 
殿
 

所
属
長
 
職
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

公
印
 
新

調
 

改
刻
 

承
認

申
請

書
 

 

 

 
次
の
と
お
り
公
印
を
 
新

調
 

改
刻

 し
た
い
の
で
、
承
認
願
い
ま
す
。
 

 
 

申請公印 

刻
字

 
 
 

書
体

 
 
 

寸
法

 
 
 
 
 
方
 

 
 
 
 
径
 

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

 

用
途

 
 
 

申
請

の
理

由
 
 
 

使
用

開
始

の
時

期
 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

使
用

開
始

の
予

定
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様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
2
号
(
第
4
条
関
係
)
 

公
印
省
略
 

第
 
 
 
 
 
号
 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
総
務
部
長
 

 
殿
 

 
 
 
 
 
所
属
長
 

職
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公
印
登
録
申
請
書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
に
よ
り

新
調

 
改

刻
  
に
つ
い
て
承
認
に
な
っ
た
 

次
の
公
印
を
登
録
さ
れ
る
よ
う
当
該
公
印
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

公
印
の
名
称
 
 
 

書
体
 
 
 

寸
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方
 

 
 
 
 
 
 
 
 
径
 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
 

用
途
 
 
 

使
用

開
始

予
定

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
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様
式
第
4
号
(
第
5
条
関
係
)
 

公
印
省
略
 

第
 
 
 
 
 
号
 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
総
務
部
長
 

 
殿
 

所
属
長
 

職
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

公
 

印
 

廃
 

止
 

届
 

  
次
の
と
お
り
公
印
を
廃
止
し
た
の
で
お
届
け
し
ま
す
。
 

廃止公印 

刻
字
 
 

 

書
体
 
 
 

寸
法
 
 
 
 
 
 
方
 

 
 
 
 
 
径
 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
 

用
途
 
 
 

廃
止

の
理

由
 
 
 

廃
止

の
時

期
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 

様
式
第
5
号
(
第
1
1
条
関

係
)
 

公
印
省
略
 

  
総

務
部

長
 
 
殿
 

第
 

 
 

 
 

号
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 
  
  
  
  
   

  
  
  
  
   

  
  
  
  
   

  
  
  
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

所
属
長

 
職
名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

  
    

公
 

印
 
返

 
納
 

届
 

 

 
次
の
と
お
り
公
印
を
返

納
し
ま
す

。
 

 

返納公印 

刻字 

書体 

 

用途 

返
納

期
日
 

 
 

寸法 

径
 
 
 

 
 
方
 

 
 
 
 

縦
 

 
横
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
m
m 

返
納
理
由

 
返
納

公
印
印

影
 

 
 

 
 

 
 

 
廃

棄
（

予
定

）
 

年
月
日

 
 
・

 
 
・

 

 
 
 

 
 

整
理

番
号

 
 

 

 
 

キ
ヤ

ビ
N
o. 

 
 

 
行
政
経
営
企
画
課

記
事
 

 

 
 

 
行

政
経

営
企

画
課

受
付

印
 

 
起
案

 

・
 
 

・
 

 
 

課
長

 
 

決
裁

 

・
 

 
・
 

 
 
返
納
公
印
棄
却
処
分
(
伺
い
)
 

 
 
上

記
返
納
公

印
を
棄

却
処

分
し
て

よ
ろ
し

い
か

お
伺
い

し
ま
す

。
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様
式
第
七
号
を
削
る
。

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
6
号
(
第
1
3
条
関
係
)
 

公
印
省
略
 

第
 
 
 
 
 
号
 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
総
務
部
長
 

 
殿
 

所
属
長
 

職
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

公
 

印
 

事
 

故
 

届
 

 

 
下
記
の
と
お
り
公
印
に
事
故
が
あ
っ
た
の
で
、
お
届
け
し
ま
す
。
 

 

記
 

  
1
 

事
故
の
あ
っ
た
公
印
の
名
称
、
書
体
、
寸
法
及
び
用
途
 

 
2
 

事
故
の
発
生
年
月
日
 

 
3
 

事
故
の
内
容
 

 
4
 

対
応
処
置
の
内
容
 

 
5
 

そ
の
他
必
要
な
事
項
 

 


